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平成２７年度ジェネリック医薬品差額通知事業について 
 
１ 目的 

国では、ジェネリック医薬品の数量シェアを平成２９年に７０％以上、平成３２年度末

まで８０％以上にするという目標を掲げ、使用促進のための施策に取り組んでいる。 

このことを踏まえ、当広域連合では平成２５年度からジェネリック医薬品への切り替え

が可能と思われる被保険者に対してハガキでの通知を行い、ジェネリック医薬品への切り

替えを医師・薬剤師に相談していただくことで、被保険者の自己負担軽減を図るとともに、

医療の質を落とすことなく、医療保険財政の健全化に資する。 
 
 
２ 事業内容 

(1) 事業内容 

ア 差額通知の発送：年２回（５月診療分を７月、１１月診療分を１月）通知予定 

イ 対象範囲：慢性疾患等で一人当たり差額５００円以上、投与対象日数１４日以上 

    （がんや精神疾患、その他特定疾患等の薬剤は対象外とする。） 

ウ 通知件数：１回 約２０,０００件(予算ベース) 
 
(2) 期待される効果 

ジェネリック医薬品に切り替えた場合、被保険者の自己負担額が軽減される。 
 
３ 実施状況 

(1)各年度の実施状況（１２月末時点の状況） 

年度 

区分 
平成２７年度 

１回目 ２回目(予定) 

受診年月 H27 年 5 月 H27 年 11 月 

送付年月 H27 年 7 月 H28 年 1 月 

送付件数 12,259 件 14,000 件 

合計送付件数 26,259 件(見込) 

 
(2) 効果 

平成２７年度から差額通知を送付したものについて悉皆調査を実施。 
 

１回目送付分（12,259 件） 
審査年 切替人数 切替率 効果額 (参考)数量シェア 

平成 27 年 9 月 647 人 5.3％ 3,036,209 円 54.3％ 

平成 27 年 10 月 827 人 6.7％ 3,971,231 円 54.9％ 

平成 27 年 11 月 877 人 7.2％ 4,027,865 円 55.7％ 
 
 
４ 課題と対策 

効果測定については、平成２７年度から悉皆調査を行っており、より精度の高い測定が

可能となった。 
差額通知を送付することによりジェネリック医薬品に対する認知度の向上が期待される

ことから本事業を継続するとともに、より多くの被保険者へ波及させるため、次年度は  

一人当たりの差額が３００円以上の被保険者に対し差額通知を送付する。 
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<市町村別切替率、効果額> 

(参考)数量シェア
切替率 効果額 切替率 効果額 切替率 効果額 H27.11審査分

秋田市 5.2% 669,933円 5.9% 895,848円 6.8% 1,012,360円 52.7%

能代市 2.5% 55,614円 3.7% 111,631円 4.0% 87,676円 51.1%

横手市 9.8% 517,992円 11.2% 592,871円 11.2% 607,363円 58.9%

大館市 6.7% 258,700円 10.4% 420,649円 9.5% 295,494円 62.9%

男鹿市 2.9% 44,305円 4.6% 90,642円 5.4% 111,047円 49.6%

湯沢市 5.2% 96,962円 8.3% 145,754円 8.8% 168,742円 65.0%

鹿角市 2.6% 63,603円 4.7% 113,900円 4.7% 112,122円 62.6%

由利本荘市 4.3% 316,003円 5.5% 327,474円 5.7% 370,267円 51.5%

潟上市 4.1% 37,058円 4.8% 82,396円 5.8% 96,826円 50.5%

大仙市 5.3% 211,095円 7.3% 257,936円 8.4% 279,627円 57.7%

北秋田市 8.2% 196,205円 10.4% 202,042円 10.6% 169,918円 59.2%

にかほ市 6.6% 60,040円 10.2% 140,178円 9.8% 90,315円 57.9%

仙北市 7.4% 230,596円 9.1% 249,711円 8.7% 260,575円 53.4%

小坂町 9.0% 41,240円 12.0% 48,353円 12.0% 66,685円 59.9%

上小阿仁村 4.5% 6,922円 2.3% 3,678円 2.3% 3,244円 59.9%

藤里町 2.6% 10,142円 2.6% 6,679円 3.9% 16,821円 44.6%

三種町 2.1% 19,694円 1.8% 18,450円 3.2% 41,878円 46.1%

八峰町 0.8% 2,485円 3.3% 27,402円 2.5% 15,620円 54.5%

五城目町 4.1% 35,619円 6.2% 64,313円 5.6% 64,487円 50.4%

八郎潟町 5.4% 16,753円 5.4% 7,858円 6.8% 15,744円 58.7%

井川町 7.6% 28,571円 6.1% 21,410円 1.5% 11,024円 46.6%

大潟村 0.0% 0円 3.1% 6,867円 0.0% 0円 53.6%

美郷町 6.2% 65,372円 7.1% 62,710円 8.1% 55,126円 62.5%

羽後町 3.0% 51,305円 3.3% 59,105円 4.3% 61,530円 50.8%

東成瀬村 0.0% 0円 13.6% 13,374円 13.6% 13,374円 66.2%

H27.9審査分
市町村

H27.10審査分 H27.11審査分

 
 


